
平
成
十
三
年
十
月　

熊
本
県
公
報
目
録

定
期
第
一
〇
七
四
九
号
か
ら
第
一
〇
七
六
一
号
ま
で

号
外
第
五
五　
　
　

号
か
ら
第
五
六　
　
　

号
ま
で
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番　
　
　
　

号

第　
　

四
二
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公

報

番

号

号
外
第
五
五
号

公
報
日
付

一
〇
・　

二

第　

七
七
六
号

第　

七
七
七
号

第　

七
七
八
号

第　

七
七
九
号

第　

七
八
〇
号

第　

七
八
一
号

第　

七
八
二
号

第　

七
八
三
号

第　

七
八
四
号

第　

七
八
五
号

第　

七
八
六
号

第　

七
八
七
号

第　

七
八
八
号

第　

七
八
九
号

第　

七
九
〇
号

第　

七
九
一
号

第　

七
九
二
号

第　

七
九
三
号

第　

七
九
四
号

第　

七
九
五
号

第　

七
九
六
号

第　

七
九
七
号

第　

七
九
八
号

第　

七
九
九
号

第　

八
〇
〇
号

第　

八
〇
一
号

ス
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
参
加
者

の
資
格
審
査
要
領

指
定
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業

所
の
指
定

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

道
路
の
区
域
変
更

道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

あ
ら
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
こ

れ
に
係
る
字
の
区
域
の
決
定

結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
辞
退

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の

辞
退

道
路
の
供
用
開
始

平
成
十
三
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
及

び
特
別
会
計
予
算
の
要
領

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

あ
ら
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
こ

れ
に
係
る
字
の
区
域
の
決
定

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
予
定

廃
川
敷
地
の
発
生

道
路
の
区
域
変
更

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

救
急
医
療
機
関
に
関
す
る
認
定

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

　
　

〃

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認

可熊
本
県
医
療
事
業
実
施
要
項
の
一
部
を

第
一
〇
七
五
二
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
三
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
五
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
六
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
七
号

　
　
　

〃

一
〇
・
一
〇

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
二

　
　

〃

一
〇
・
一
五

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
七

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
九

　
　

〃

一
〇
・
二
二

　
　

〃

番　
　
　
　

号

第　

七
六
二
号

第　

七
六
三
号

第　

七
六
四
号

第　

七
六
五
号

第　

七
六
六
号

第　

七
六
七
号

第　

七
六
八
号

第　

七
六
九
号

第　

七
七
〇
号

第　

七
七
一
号

第　

七
七
二
号

第　

七
七
三
号

第　

七
七
四
号

第　

七
七
五
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
中
小
企
業
労
働
相
談
所
を
廃
止

す
る
要
項

道
路
の
区
域
変
更

道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

　
　

〃

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定

の
取
消
し

有
害
興
行
の
指
定

特
定
養
殖
共
済
義
務
加
入
に
係
る
契
約

締
結
申
込
み
の
同
意
成
立
の
届
出

道
路
の
区
域
変
更

道
路
の
供
用
開
始

　
　

〃

プ
レ
ハ
ブ
及
び
発
掘
調
査
機
材
の
リ
ー

公

報

番

号

第
一
〇
七
四
九
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
〇
号

第
一
〇
七
五
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・　

一

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・　

三

一
〇
・　

五

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

規　
　
　

則

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

告　
　
　

示
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第　

八
〇
二
号

第　

八
〇
三
号

第　

八
〇
四
号

第　

八
〇
五
号

第　

八
〇
六
号

第　

八
〇
七
号

第　

八
〇
八
号

第　

八
〇
九
号

第　

八
一
〇
号

第　

八
一
一
号

第　

八
一
二
号

第　

八
一
三
号

第　

八
一
四
号

第　

八
一
五
号

第　

八
一
六
号

第　

八
一
七
号

第　

八
一
八
号

第　

八
一
九
号

第　

八
二
〇
号

第　

八
二
一
号

第　

八
二
二
号

第　

八
二
三
号

第　

八
二
四
号

第　

八
二
五
号

改
正
す
る
要
項

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
五
号
）
の
要
領

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指

定身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
療
機
関

の
指
定

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
変
更

メ
ス
ジ
カ
捕
獲
禁
止
区
域
の
設
定

不
知
火
鉛
散
弾
規
制
地
域
の
設
定

鳥
獣
保
護
区
の
設
定

　
　

〃

休
猟
区
の
廃
止

休
猟
区
の
設
定

銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

環
境
制
御
型
走
査
電
子
顕
微
鏡
の
購
入

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
等

熊
本
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験

実
施
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項

あ
ら
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
こ

れ
に
係
る
字
の
区
域
の
決
定

　
　

〃

　
　

〃

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し

生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
医
療
機
関
の
指
定

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

第
一
〇
七
五
七
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
八
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
九
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
六
〇
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
〇
・
二
二

　
　

〃

一
〇
・
二
四

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
二
六

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
二
九

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

第　

八
二
六
号

第　

八
二
七
号

第　

八
二
八
号

第　

八
二
九
号

第　

八
三
〇
号

第　

八
三
一
号

第　

八
三
二
号

第　

八
三
三
号

第　

八
三
四
号

第　

八
三
五
号

第　

八
三
六
号

第　

八
三
七
号

第　

八
三
八
号

第　

八
三
九
号

変
更

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

廃
止

県
道
の
路
線
認
定
の
一
部
改
正

道
路
の
区
域
変
更

　
　

〃

　
　

〃

道
路
の
供
用
開
始

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の

辞
退

道
路
の
区
域
変
更

道
路
の
供
用
開
始

生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の

変
更

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の

廃
止

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制

度
要
項
の
一
部
を
改
正
す
る
要
項

熊
本
県
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
制

度
補
助
金
等
交
付
要
項
の
一
部
を
改
正

す
る
要
項

第
一
〇
七
六
〇
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
六
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
〇
・
二
九

　
　

〃

一
〇
・
三
一

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

公　
　
　

告

番　
　
　
　

号

第　

六
七
三
号

第　

六
七
四
号

第　

六
七
五
号

第　

六
七
六
号

第　

六
七
七
号

第　

六
七
八
号

第　

六
七
九
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

換
地
計
画
の
適
否
決
定

土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及

公

報

番

号

第
一
〇
七
四
九
号

第
一
〇
七
五
〇
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・　

一

一
〇
・　

三

　
　

〃

一
〇
・　

五

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃
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第　

六
八
〇
号

第　

六
八
一
号

第　

六
八
二
号

第　

六
八
三
号

第　

六
八
四
号

第　

六
八
五
号

第　

六
八
六
号

第　

六
八
七
号

第　

六
八
八
号

第　

六
八
九
号

第　

六
九
〇
号

第　

六
九
一
号

第　

六
九
二
号

第　

六
九
三
号

第　

六
九
四
号

第　

六
九
五
号

第　

六
九
六
号

第　

六
九
七
号

第　

六
九
八
号

第　

六
九
九
号

第　

七
〇
〇
号

第　

七
〇
一
号

第　

七
〇
二
号

び
住
所

土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

土
地
改
良
事
業
施
行
の
認
可

換
地
処
分

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出
　
　

〃

　
　

〃

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請

　
　

〃

道
路
位
置
の
指
定

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

砂
利
採
取
法
に
基
づ
く
砂
利
採
取
業
務

主
任
者
試
験
の
実
施

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
に
係
る
基
本

計
画
策
定
業
務
等
委
託
に
関
す
る
一
般

競
争
入
札
の
実
施

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

争
議
行
為
の
予
告

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
総
合
行
政
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
係
る
高
速
通
信
機
器
（
Ａ

Ｔ
Ｍ
方
式
）
の
購
入
に
関
す
る
落
札
者

の
決
定

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
総
合
行
政
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
係
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回

線
専
用
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
関
す
る
一

第
一
〇
七
五
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
二
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
三
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
〇
・　

五

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
〇

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
二

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

第　

七
〇
三
号

第　

七
〇
四
号

第　

七
〇
五
号

第　

七
〇
六
号

第　

七
〇
七
号

第　

七
〇
八
号

第　

七
〇
九
号

第　

七
一
〇
号

第　

七
一
一
号

第　

七
一
二
号

第　

七
一
三
号

第　

七
一
四
号

第　

七
一
五
号

第　

七
一
六
号

第　

七
一
七
号

第　

七
一
八
号

第　

七
一
九
号

第　

七
二
〇
号

第　

七
二
一
号

第　

七
二
二
号

第　

七
二
三
号

第　

七
二
四
号

第　

七
二
五
号

第　

七
二
六
号

第　

七
二
七
号

第　

七
二
八
号

般
競
争
入
札
の
実
施

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画

平
成
十
三
年
度
熊
本
県
保
育
士
試
験
全

科
目
合
格
者

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出地
域
歯
科
保
健
情
報
デ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

開
発
業
務
の
一
般
競
争
入
札
の
実
施

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出熊
本
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の

実
施

林
業
種
苗
生
産
事
業
者
変
更
登
録

換
地
処
分

　
　

〃

土
地
改
良
事
業
施
行
の
認
可

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

　
　

〃

　
　

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変

更
届
出

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

道
路
位
置
の
指
定

　
　

〃

　
　

〃

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

定
款
変
更
認
可

環
境
制
御
型
走
査
電
子
顕
微
鏡
の
購
入

第
一
〇
七
五
四
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
六
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
七
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
八
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
九
号

　
　
　

〃

一
〇
・
一
五

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
九

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
二
二

　
　

〃

一
〇
・
二
四

　
　

〃

　
　

〃　

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
二
六

　
　

〃



平成13年11月15日　木曜 熊 本 県 公 報 目録　第  10  号 4

第　

七
二
九
号

第　

七
三
〇
号

第　

七
三
一
号

第　

七
三
二
号

第　

七
三
三
号

第　

七
三
四
号

第　

七
三
五
号

第　

七
三
六
号

第　

七
三
七
号

第　

七
三
八
号

第　

七
三
九
号

に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施

平
成
十
三
年
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査

電
子
計
算
機
処
理
業
務
に
係
る
一
般
競

争
入
札
の
実
施

換
地
処
分

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

　
　

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
届

出鹿
本
広
域
営
農
団
地
整
備
計
画
の
変
更

上
益
城
平
坦
広
域
営
農
団
地
整
備
計
画

の
変
更

天
草
広
域
営
農
団
地
整
備
計
画
の
変
更

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

換
地
処
分

第
三
十
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格

者
の
決
定

第
一
〇
七
五
九
号

第
一
〇
七
六
〇
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
六
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

一
〇
・
二
六

一
〇
・
二
九

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
三
一

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

訓　
　
　

令

番　
　
　
　

号

第　
　

四
二
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
技
能
五
輪
推
進
室
設
置
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

公

報

番

号

号
外
第
五
六
号

公
報
日
付

一
〇
・
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

教

育

委

員

会

番　
　
　
　

号

第　
　

三
七
号

第　
　

三
八
号

第　
　

三
九
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

博
物
館
の
登
録

熊
本
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正

平
成
十
四
年
度
の
県
立
高
等
学
校
生
徒

の
募
集
定
員

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
三
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・
一
二

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

選
挙
管
理
委
員
会

番　
　
　
　

号

第　
　

七
八
号

第　
　

七
九
号

第　
　

八
〇
号

第　
　

八
一
号

第　
　

八
二
号

第　
　

八
三
号

第　
　

八
四
号

第　
　

八
五
号

第　
　

八
六
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

直
接
請
求
に
係
る
連
署
基
準
数

　
　

〃

熊
本
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公

表
の
一
部
変
更
（
平
成
十
二
年
分
）

裁
判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

参
議
院
熊
本
県
選
出
議
員
選
挙
に
係
る

選
挙
運
動
費
用
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

公
表

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体

の
名
称
の
公
表

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体

の
届
出
事
項
の
異
動
の
公
表

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団
体

の
解
散
の
届
出
の
公
表

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
二
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

第
一
〇
七
五
六
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・
一
〇

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃

一
〇
・
一
九

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

登　

載　

依　

頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

監　

査　

委　

員

番　
　
　
　

号

第　
　

二
〇
号

第　
　

二
一
号

第　
　

二
二
号

第　
　

二
三
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

平
成
十
二
年
度
財
政
的
援
助
団
体
監
査

の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
公
表

平
成
十
二
年
度
定
期
監
査
結
果
に
基
づ

く
改
善
措
置
の
公
表

平
成
十
三
年
度
第
一
次
定
期
監
査
結
果

に
基
づ
く
改
善
措
置
の
公
表

平
成
十
三
年
度
第
二
次
定
期
監
査
結
果

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
五
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・
一
七

　
　

〃

　
　

〃

　
　

〃
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○　

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

番　
　
　
　

号

第　
　
　

五
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

緑
川
に
お
け
る
水
産
動
物
の
採
捕
禁
止

公

報

番

号

第
一
〇
七
四
九
号

公
報
日
付

一
〇
・　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

企　
　

業　
　

局

番　
　
　
　

号

第　
　

一
五
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

固
定
資
産
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
に
係
る

設
計
業
務
委
託
に
関
す
る
一
般
競
争
入

札
の
実
施

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
六
号

公
報
日
付

一
〇
・
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

収

用

委

員

会

番　
　
　
　

号

第　
　

一
五
号

第　
　

一
六
号

第　
　

一
七
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
裁
決
手
続
開
始

決
定

　
　

〃

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
一
号

　
　
　

〃

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・　

五

　
　

〃

　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

警　

察　

本　

部

番　
　
　
　

号

第　
　

一
二
号

第　
　

一
三
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

身
障
者
運
転
適
性
検
査
装
置
の
借
入
れ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施

四
輪
運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
借
入
れ

に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
決
定

公

報

番

号

第
一
〇
七
四
九
号

第
一
〇
七
六
一
号

公
報
日
付

一
〇
・　

一

一
〇
・
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

審　

議　

会　

等

番　
　
　
　

号

第　

二
〇
七
号

第　

二
〇
八
号

第　

二
〇
九
号

第　

二
一
〇
号

第　

二
一
一
号

第　

二
一
二
号

第　

二
一
三
号

第　

二
一
四
号

第　

二
一
五
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

環
境
影
響
評
価
審
査
会
の
会
議
の
開
催

男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
懇
話
会
の
会

議
の
開
催

く
ま
も
と
ア
ー
ト
ポ
リ
ス
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
委
員
会
の
開
催

有
明
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
救
急

医
療
専
門
部
会
の
会
議
の
開
催

有
明
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会

議
の
開
催

上
益
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の

会
議
の
開
催

男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
（
仮
称
）
検

討
委
員
会
の
会
議
の
開
催

鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の
会

議
の
開
催

感
染
症
発
生
動
向
調
査
企
画
委
員
会
の

会
議
の
開
催

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
〇
号

第
一
〇
七
五
二
号

第
一
〇
七
五
三
号

第
一
〇
七
五
四
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
六
〇
号

　
　
　

〃

第
一
〇
七
六
一
号

　
　
　

〃

公
報
日
付

一
〇
・　

三

一
〇
・
一
〇

一
〇
・
一
二

一
〇
・
一
五

　
　

〃

一
〇
・
二
九

　
　

〃

一
〇
・
三
一

　
　

〃

番　
　
　
　

号

第　
　
　

八
号

第　
　
　

九
号

件　
　
　
　
　
　
　
　

名

熊
本
県
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く

環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
係
る
公
告

熊
本
県
土
地
開
発
公
社
所
有
地
の
払
下

に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施

公

報

番

号

第
一
〇
七
五
九
号

第
一
〇
七
六
〇
号

公
報
日
付

一
〇
・
二
六

一
〇
・
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　

そ　

の　

他
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
三
年
十
一
月　
十
五　
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
三
年
十
一
月　
十
五　
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率70％


